老人福祉法による届出等の様式を定める要綱

（趣旨）

第１　老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下「法」という。）による届出等につ
いては、法、老人福祉法施行令（昭和３８年政令第２４７号。以下「政令」という。）
及び老人福祉法施行規則（昭和３８年厚生省令第２８号。以下「省令」という。）に定
めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

（定義）

第２　この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

（老人居宅生活支援事業開始届書等）

第３　法第１４条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届書（第１号様式）によるものとする。
２　法第１４条の２の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届書（第２号様式）によるものとする。

３　法第１４条の３の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止（休止）届書（第３号様式）によるものとする。

（設置届出書等）

第４　法第１５条第２項の規定による届出は、老人デイサービスセンター（老人短期入所施設、老人介護支援センター）設置届書（第４号様式）によるものとする。

２　法第１５条第３項の規定による届出は、養護（特別養護）老人ホーム設置届書（第５号様式）によるものとする。

３　省令第３条第１項に規定する申請書は、第６号様式によるものとする。

（変更届書等）

第５　法第１５条の２第１項の規定による届出は、老人デイサービスセンター（老人短期入所施設、老人介護支援センター）変更届書（第７号様式）によるものとする。

２　法第１５条の２第２項の規定による届出は、養護（特別養護）老人ホーム変更届書（第８号様式）によるものとする。

（廃止、休止若しくは入所定員の減少（増加）届書等）

第６　法第１６条第１項の規定による届出は、老人デイサービスセンター（老人短期入所施設、老人介護支援センター）廃止（休止）届書（第９号様式）によるものとする。

２　法第１６条第２項の規定による届出は、養護（特別養護）老人ホーム廃止（休止、入所定員の減少（増加））届書（第１０号様式）によるものとする。

３　法第１６条第３項の規定による申請は、養護（特別養護）老人ホーム廃止（休止、入所定員の減少（増加））認可申請書（第１１号様式）によるものとする。

附　則

この要綱は、平成１２年４月１日より施行する。

附　則

この要綱は、平成１９年１月２６日より施行する。

附　則

この要綱は、平成２１年７月１日より施行する。

第１号様式（第３関係）

番　　　　　号

年　　月　　日

青森県知事　　　殿

住　所

氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　印
老人居宅生活支援事業開始届書

　

老人居宅生活支援事業を開始するので、老人福祉法第１４条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり届け出ます。

記

	事業の種類
	

	事業の内容
	

	経営者
	氏名（法人であるときは、その名称及び代表者名）
	

	
	住所（法人であるときは、主たる事務所の所在地）
	

	条例、定款その他の基本約款
	

	職員の定数及び職務の内容
	

	主な職員の氏名及び経歴
	

	事業を行おうとする区域（市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む。）
	

	事業開始予定年月日
	

	老人居宅介護等事業の場合のみ、以下の項目について記載

	事業所の名称
	

	事業所の所在地
	

	老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業の場合のみ、以下の項目について記載

	施設、サービスの拠点又は住居の名称
	

	施設、サービスの拠点又は住居の所在地
	

	老人デイサービス事業、老人短期入所事業の場合のみ、以下の項目について記載

	施設、サービスの拠点又は住居の種類
	

	老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業の場合のみ、以下の項目について記載

	入所定員、登録定員又は入居定員
	


（添付書類）
１　収支予算書　

２　事業計画書

注　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。
第２号様式（第３関係）

番　　　　　号

年　　月　　日

青森県知事　　　殿

住　所

氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　印
老人居宅生活支援事業変更届書

　

老人居宅生活支援事業について届出した事項を変更したので、老人福祉法第１４条の２の規定により、関係書類を添えて下記のとおり届け出ます。

記

	事業の種類
	

	事業の内容
	

	変更の事項
	変更前
	

	
	変更後
	

	変更年月日
	

	老人居宅介護等事業の場合のみ、以下の項目について記載

	事業所の名称
	

	老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業の場合のみ、以下の項目について記載

	施設、サービスの拠点又は住居の名称
	


注　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。
第３号様式（第３関係）

番　　　　　号

年　　月　　日

青森県知事　　　殿

住　所
氏　名（法人にあっては、名称及
び代表者の氏名）　印
老人居宅生活支援事業廃止（休止）届書

　老人居宅生活支援事業を廃止（休止）したいので、老人福祉法第１４条の３の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

	事業の種類
	

	事業の内容
	

	廃止（休止）しようとする年月日
	（休止予定期間　　年　　月　　日～　　年　　月　　日）

	廃止（休止）の理由
	

	現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置
	

	老人居宅介護等事業の場合のみ、以下の項目について記載

	廃止（休止）しようとする事業所の名称
	

	老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業の場合のみ、以下の項目について記載

	廃止（休止）しようとする施設、サービスの拠点又は住居の名称
	


注　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。

第４号様式（第４関係）

番　　　　　号

年　　月　　日

青森県知事　　　殿

住　所

氏　名（法人にあっては、名称及
び代表者の氏名）　印
老人デイサービスセンター（老人短期入所施設、老人介護支援センター）設置届書

　

　老人デイサービスセンター（老人短期入所施設、老人介護支援センター）を設置するので、老人福祉法第１５条第２項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり届け出ます。

記

	施設
	名称
	

	
	種類
	

	
	所在地
	

	建物の規模及び構造
	

	設備の概要
	

	職員の定数及び職務の内容
	

	施設の長その他主な職員の氏名及び経歴
	

	事業を行おうとする区域（市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む。）
	

	事業開始予定年月日
	

	老人短期入所施設の場合のみ、以下の項目について記載

	入所定員
	


（添付書類）

１　土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類

２　施設を設置しようとする区域の市町村の同意書（市町村が他の市町村に設置しようとする場合に限る。）

３　定款その他の基本約款（市町村以外の者に限る。）

注　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。

第５号様式（第４関係）

番　　　　　号

年　　月　　日

青森県知事　　　殿

地方公共団体の長　　　　　印
養護（特別養護）老人ホーム設置届書

養護（特別養護）老人ホームを設置するので、老人福祉法第１５条第３項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり届け出ます。

記

１　施設の名称、種類及び所在地

２　施設の地理的状況

３　建物の規模及び構造並びに設備の概要

４　施設の運営の方針

５　入所定員

６　職員の定数及び職務の内容

７　施設の長その他主な職員の氏名及び経歴

８　事業開始の予定年月日

（添付書類）

１　土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類

２　定款その他の基本約款

３　施設を設置しようとする区域の市町村の同意書

　

注　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。

第６号様式（第４関係）

番　　　　　号

年　　月　　日

青森県知事　　　殿

住　　　　所

名　　　　称　

代表者の氏名　　　　　　　　　　　印
養護（特別養護）老人ホーム設置認可申請書

　老人福祉法第１５条第４項の規定による養護（特別養護）老人ホームの設置の認可を受けたいので、老人福祉法施行規則第３条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

１　事業の名称、種類及び所在地

２　施設の地理的状況

３　建物の規模及び構造並びに設備の概要

４　施設の運営の方針

５　入所定員

６　職員の定数及び職務の内容

７　施設の長その他主な職員の氏名及び経歴

８　事業開始の予定年月日

（添付書類）

１　土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類

２　施設を設置しようとする区域の市町村の同意書

　　（市町村が他の市町村に設置しようとする場合に限る。）

注　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。

第７号様式（第５関係）

番　　　　　号

年　　月　　日

青森県知事　　　殿

住　所

氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　印
老人デイサービスセンター（老人短期入所施設、老人介護支援センター）変更届書

　老人デイサービスセンター（老人短期入所施設、老人介護支援センター）の設置について届出した事項を変更したので、老人福祉法第１５条の２第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

	施設
	名称
	

	
	種類
	

	
	所在地
	

	変更の事項
	変更前
	

	
	変更後
	

	変更年月日
	


注　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。

第８号様式（第５関係）

番　　　　　号

年　　月　　日

青森県知事　　　殿

住　　　　所

名　　　　称　

代表者の氏名　　　　　　　　印
養護（特別養護）老人ホーム変更届書

　　　　　を変更するので、老人福祉法第１５条の２第２項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

１　施設の名称、種類及び所在地

２　施設の名称及び所在地の変更

（1） 変更後の名称及び所在地

（2） 変更予定年月日

３　土地又は建物に係る権利関係の変更

（1） 変更の内容

（2） 変更予定年月日

４　建物の規模及び構造並びに設備の概要の変更

（1） 変更の内容

（2） 変更予定念月日

（平面図、設備の明細書及び各室面積表を添付すること。）

５　施設の運営の方針の変更

（1） 変更の内容

（2） 変更予定年月日

６　職員の定数及び職務の内容の変更

（1） 変更の内容

（2） 変更予定年月日

７　事業開始の予定年月日の変更

（１）変更後の事業開始予定年月日

８　職員の変動

（1） 変動した職種及び氏名

（2） 変動年月日

注１　２以下は、変更の項目に応じ適宜記載すること。

注２　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。
第９号様式（第６関係）

番　　　　　号

年　　月　　日

青森県知事　　　殿

住　所

氏　名（法人にあっては、名称及
び代表者の氏名）　印
老人デイサービスセンター（老人短期入所施設、老人介護支援センター）

廃止（休止）届書

　老人デイサービスセンター（老人短期入所施設、老人介護支援センター）を廃止（休止）したいので、老人福祉法第１６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記
	施設
	名称
	

	
	種類
	

	
	所在地
	

	廃止（休止）しようとする年月日
	（休止予定期間　　年　　月　　日～　　年　　月　　日）

	廃止（休止）の理由
	

	現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置
	


注　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。

第１０号様式（第６関係）

番　　　　　号

年　　月　　日

青森県知事　　　　殿


地方公共団体の長　　　　印
養護（特別養護）老人ホーム廃止（休止、入所定員の減少（増加））届書

　養護（特別養護）老人ホームの廃止（休止、入所定員の減少（増加））をしたいので、

老人福祉法第１６条第２項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

１　施設の名称、種類及び所在地

２　廃止（休止、入所定員の減少（増加））しようとする年月日

　　（休止の場合は、休止の予定期間も記載すること。）

３　廃止（休止、入所定員の減少（増加））の理由

４　現に入所している者に対する措置

　　（廃止、休止又は入所定員の減少の場合に限る。）

５　減少又は増加後の入所定員

　　（入所定員の減少又は増加の場合に限る。）

注　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。

第１１号様式（第６関係）

番　　　　　号

年　　月　　日

青森県知事　　　　殿

住　　　　所

名　　　　称　

代表者の氏名　　　　　　　印
養護（特別養護）老人ホーム廃止（休止、入所定員の減少（増加））認可申請書

　養護（特別養護）老人ホームの廃止（休止、入所定員の減少（増加））の時期の認可を受けたいので、老人福祉法第１６条第３項の規定により、下記のとおり申請します。

記

１　施設の名称、種類及び所在地

２　廃止（休止、入所定員の減少（増加））しようとする年月日

　　（休止の場合は、休止の予定期間も記載すること。）

３　廃止（休止、入所定員の減少（増加））の理由

４　現に入所している者に対する措置

　　（廃止、休止又は入所定員の減少の場合に限る。）

５　減少又は増加後の入所定員

　　（入所定員の減少又は増加の場合に限る。）

注　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。

